
「企業内弁護士の採用に関するアンケート」 送付数 5215 社
【実施期間】2009年11月11日～12月25日 回答数 1196 社

うち A 47 社
B 1149 社

回収率 22.93%

１．企業の概要について
(1) 企業属性 【回答数 47 】

a 国内系企業 38 80.9%
b 外国系企業 9 19.1%

(2) 業種 【回答数 47 】

a 農林･水産･鉱業 1 2.1%
b 建設 0 0.0%
c 製造 16 34.0%
d 電気･ガス 2 4.3%
e 情報･通信 3 6.4%
f 商業 4 8 5%

A 弁護士がいると答えた企業からの回答

国内系企業

80.9%

外国系企業

19.1%

2.1%
0.0%

34.0%
4.3%

6.4%
f 商業 4 8.5%
g 運輸･倉庫 1 2.1%
h 卸売･小売 3 6.4%
i 金融･保険 10 21.3%
j 不動産 2 4.3%
k 飲食･宿泊 0 0.0%
l 医療･福祉 0 0.0%
m 教育･学習 0 0.0%
n サービス業 3 6.4%
o マスコミ･出版 2 4.3%
p その他 2 4.3%

p その他の具体的記載
・ 医薬品・消費者製品の製造・販売
・ 総合商社

(3) 従業員（正社員）数 【回答数 47 】

a ２５人未満 0 0.0%
b ２５人以上５０人未満 1 2.1%
c ５０人以上１００人未満 4 8.5%
d １００人以上５００人未満 7 14.9%
e ５００人以上１０００人未満 4 8.5%
f １０００人以上５０００人未満 12 25.5%
g ５０００人以上１万人未満 5 10.6%
h １万人以上 14 29.8%

8.5%
2.1%

6.4%
21.3%

4.3%
0.0%
0.0%
0.0%

6.4%
4.3%
4.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

25～50
人

2.1%

50～100
人

8.5%

100～
500人
14.9%

500～
1000人
8.5%

1000～5000～1
万人

1万人～
29.8%

5000人
25.5%

万人

10.6%
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(4) 資 本 金 【回 答 数 45 】

a ５千 万 円 未 満 0 0.0%
b ５千 万 円 以 上 １億 円 未 満 0 0.0%
c １億 円 以 上 ５億 円 未 満 3 6.7%
d ５億 円 以 上 １０億 円 未 満 2 4.4%
e １０億 円 以 上 ５０億 円 未 満 4 8.9%
f ５０億 円 以 上 １００億 円 未 満 5 11.1%
g １００億 円 以 上 ５００億 円 未 満 8 17.8%
h ５００億 円 以 上 23 51.1%

(5) 上 場 区 分 （国 内 系 企 業 の 場 合 ） 【回 答 数 46 】
※ 外 資 系 企 業 で も 「f. 非 上 場 」と 回 答 し て い る 場 合 あ り

a 一 部 上 場 28 60.9%
b 二 部 上 場 2 4.3%
c ジ ャ ス ダ ック 3 6.5%
d マ ザ ー ズ 0 0.0%
e ヘ ラク レ ス 0 0.0%
f 非 上 場 13 28.3%

２．弁 護 士 の 採 用 状 況 に つ い て
(1) 現 在 何 人 の 弁 護 士 が 勤 務 して い る か 【回 答 数 47 】

1名 31 66.0%
2名 7 14.9%
3名 1 2.1%
4名 0 0.0%
5名 3 6.4%
6名 2 4.3%
7名 1 2.1%
8名 1 2.1%
9名 0 0.0%
10名 0 0.0%

1億 ～ 5
億 円
6.7%

5億 ～ 10
億 円
4.4%

10億 ～
50億 円

8.9%

50億 ～
100億 円

11.1%

100億 ～
500億 円

17.8%

500億 円
～

51.1%

一 部 上 場
60.9%

二 部 上 場
4.3%

ジ ャス ダ ッ
ク

6.5%

非 上 場
28.3%

1名
66.0%

2名
14.9%

5名
6.4%

6名
4.3%

7名
2.1%
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(2) 弁 護 士 が 所 属 す る 部 署 【複 数 回 答 可 】 【回 答 数 47 】

a 法 務 部 ・課 37 78.7%
b 知 的 財 産 部 ・課 0 0.0%
c コン プ ライ ア ン ス 部 ・課 6 12.8%
d 総 務 部 ・課 1 2.1%
e 秘 書 部 ・課 1 2.1%
f 部 署 は 限 定 して い な い 3 6.4%
g そ の 他 7 14.9%

g そ の 他 の 具 体 的 記 載
・ 監 査 役 2
・ 内 部 統 制 部
・ 商 品 企 画 部 門
・ 代 表 取 締 役
・ ゼ ネ ラ ル ・カ ウ ン セ ル （独 立 ア ドバ イ ザ （社 内 ））

(3) 弁 護 士 の 社 内 に お け る 肩 書 き 【複 数 回 答 可 】 【回 答 数 47 】

a 「取 締 役 」又 は そ れ と同 等 5 10.6%
b 「部 長 」又 は そ れ と同 等 6 12.8%
c 「課 長 」又 は そ れ と同 等 6 12.8%
d 「係 長 」又 は そ れ と同 等 8 17.0%
e 肩 書 き な し 18 38.3%
f そ の 他 8 17.0%

g そ の 他 の 具 体 的 記 載
・ 監 査 役 2
・ 主 査
・ 主 任 弁 護 士
・ ゼ ネ ラ ル ・カ ウ ン セ ル （法 務 相 談 室 ）
・ 法 律 顧 問
・ ラ イ ン 外

(4) 弁 護 士 の 採 用 時 の 経 験 年 数 【複 数 回 答 可 】 【回 答 数 46 】

a 司 法 修 習 終 了 後 す ぐ 20 43.5%
b １年 程 度 1 2.2%
c ３年 程 度 8 17.4%
d ５年 程 度 8 17.4%
e ６年 ～ １０年 程 5 10.9%
f １０年 超 10 21.7%

78.7%
0.0%

12.8%
2.1%
2.1%

6.4%
14.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

10.6%
12.8%
12.8%

17.0%
38.3%

17.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

43.5%
2.2%

17.4%
17.4%

10.9%
21.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%
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(5) 弁 護 士 の 担 当 業 務 【複 数 回 答 可 】 【回 答 数 47 】

a 訴 訟 代 理 人 14 29.8%
b 訴 訟 の 管 理 32 68.1%
c 契 約 審 査 お よ び 管 理 39 83.0%
d 取 引 先 ・相 手 方 との 交 渉 26 55.3%
e 株 主 総 会 対 策 15 31.9%
f 知 的 財 産 戦 略 お よ び 管 理 6 12.8%
g 労 働 問 題 対 策 18 38.3%
h ガ バ ナ ン ス 全 般 13 27.7%
i コン プ ライ ア ン ス 全 般 25 53.2%
j 独 禁 法 ・規 制 法 対 策 18 38.3%
k 監 督 官 庁 対 応 6 12.8%
ｌ 内 部 通 報 対 応 6 12.8%
m 取 締 役 会 ・経 営 会 議 な ど の 運 営 3 6.4%
n M＆ A 14 29.8%
o 商 業 登 記 3 6.4%
p 本 社 法 務 部 門 （顧 問 弁 護 士 対 応 含 む ）の 統 括 14 29.8%
q 子 会 社 ・関 連 会 社 の 法 務 部 門 （顧 問 弁 護 士 対 応 を 含 む ）の 統 括 10 21.3%
r そ の 他 3 6.4%

r そ の 他 の 具 体 的 記 載
・ 監 査 役
・ 子 会 社 か ら の 各 種 法 律 相 談 窓 口 ，研 修 講 師
・ 他 の 法 務 部 員 と 全 く同 じ

29.8%
68.1%

83.0%
55.3%

31.9%
12.8%

38.3%
27.7%

53.2%
38.3%

12.8%
12.8%

6.4%
29.8%

6.4%
29.8%

21.3%
6.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

訴 訟 代 理 人

訴 訟 の 管 理
契 約 審 査 お よ び 管 理

取 引 先 ・相 手 方 と の 交 渉

株 主 総 会 対 策
知 的 財 産 戦 略 お よ び 管 理

労 働 問 題 対 策
ガ バ ナ ン ス 全 般

コ ン プ ラ イ ア ン ス 全 般

独 禁 法 ・規 制 法 対 策
監 督 官 庁 対 応

内 部 通 報 対 応

取 締 役 会 ・経 営 会 議 な ど の 運 営
M＆A

商 業 登 記

本 社 法 務 部 門 （顧 問 弁 護 士 対 応 含 む ）の 統 括
子 会 社 ・関 連 会 社 の 法 務 部 門 （顧 問 弁 護 士 対 …

そ の 他
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(6) 弁 護 士 の 待 遇 【回 答 数 43 】

a 一 般 従 業 員 と同 様 の 社 内 規 定 （同 年 代 の 他 の 従 業 員 と同 等 処 遇 ） 19 44.2%
b 一 般 従 業 員 と同 様 の 社 内 規 定 （資 格 手 当 に よ る 優 遇 あ り） 2 4.7%
c 一 般 従 業 員 と同 様 の 社 内 規 定 （昇 進 昇 級 面 で 優 遇 あ り） 4 9.3%
d 個 別 の 交 渉 に 基 づ く年 俸 制 15 34.9%
e 弁 護 士 専 用 の 報 酬 規 程 2 4.7%
f 企 業 内 医 師 と同 様 の 報 酬 規 程 0 0.0%
g aな い しcとeを 弁 護 士 が 選 択 で き る 0 0.0%
h aな い しcとeを 企 業 側 が 選 択 して 組 み 合 わ せ 1 2.3%

(7) 弁 護 士 の 年 収 【回 答 数 56 】

（万 円 ）
A-1 5 B-1 1 C-1 0 D-1 0 E-1 1 F-1 1
A-2 9 B-2 4 C-2 0 D-2 1 E-2 1 F-2 0
A-3 3 B-3 3 C-3 6 D-3 2 E-3 1 F-3 1
A-4 0 B-4 3 C-4 3 D-4 2 E-4 3 F-4 1
A-5 0 B-5 0 C-5 0 D-5 0 E-5 0 F-5 0
A-6 0 B-6 0 C-6 0 D-6 1 E-6 0 F-6 0
A-7 0 B-7 0 C-7 0 D-7 0 E-7 1 F-7 0
A-8 0 B-8 0 C-8 1 D-8 0 E-8 0 F-8 1
A-9 0 B-9 0 C-9 0 D-9 0 E-9 0 F-9 0
A-10 0 B-10 0 C-10 0 D-10 0 E-10 1 F-10 0
A-11 0 B-11 0 C-11 0 D-11 0 E-11 0 F-11 0

【各 年 収 に お け る 分 布 】

A ～ 500 8 14.3%
B 500～ 750 15 26.8%
C 750～ 1000 16 28.6%
D 1000～ 1500 12 21.4%
E 1500～ 2000 0 0.0%
F 2000～ 2500 1 1.8%
G 2500～ 3000 1 1.8%
H 3000～ 4000 2 3.6%
I 4000～ 5000 0 0.0%
J 5000～ 100000 1 1.8%
K 100000～ 0 0.0%

750～ 1000
1000～ 1500
1500～ 2000
2000～ 2500
2500～ 3000

な し 1年 ～ 3年 4年 ～ 6年 7年 ～ 9年 10年 ～ 14年 15年 ～
～ 500

3000～ 4000
4000～ 5000

5000～ 100000
100000～

500～ 750

同 年 代 の 他 の 従
業 員 と同 等

44.2%

資 格 手 当 に よ る 優
遇

4.7%

昇 進 昇 級 面 で 優
遇

9.3%

年 俸 制
34.9%

弁 護 士 専 用 報
酬 規 程

4.7%

a～cと eを 企 業 側
が 選 択 ・組 合 せ

2.3%

～500
14.3%

500～
750

26.8%750～1000
28.6%

1000～1500
21.4%

2000～2500
1.8%

2500～3000
1.8%

3000～
4000
3.6%

5000～
100000

1.8%
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（万 円 ）
（弁 護 士 経 験 ） ～ 500 ～ 750 ～ 1000 ～ 1500 ～ 2000 ～ 2500 ～ 3000 ～ 4000 ～ 5000 ～ 100000 100000～

5 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0
0 0 5 3 0 0 0 1 0 0 0
0 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0
1 1 1 3 0 0 1 0 0 1 0
1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0

(8) 弁 護 士 会 費 の 負 担 【回 答 数 44 】

A 通 常 会 費 ，特 別 会 費 ，公 益 活 動 義 務 違 反 課 徴 金 い ず れ も 会 社 が 負 担 24 54.5%
B 通 常 会 費 お よ び 公 益 活 動 義 務 違 反 課 徴 金 は 会 社 が 負 担 し，特 別 会 費 は 弁 護 士 負 担 1 2.3%
C 通 常 会 費 は 会 社 が 負 担 し，特 別 会 費 お よ び 公 益 活 動 義 務 違 反 課 徴 金 は 弁 護 士 負 担 4 9.1%
D い ず れ も 弁 護 士 が 負 担 15 34.1%

4年 ～ 6年
7年 ～ 9年

10年 ～ 14年

【弁 護 士 経 験 年 数 ご との 年 収 分 布 】

な し
1年 ～ 3年

15年 ～

5

1

0

0

1

1

7

4

0

1

1

0

3

3

5

2

1

1

0

3

3

2

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0 2 4 6 8 10 12 14 16

な し

1年 ～ 3年

4年 ～ 6年

7年 ～ 9年

10年 ～ 14年

15年 ～

～ 500

500～ 750

750～ 1000

1000～ 1500

1500～ 2000

2000～ 2500

2500～ 3000

3000～ 4000

い ず れ も 会
社 負 担
54.5%

通 常 会 費 お よ び 公
益 活 動 義 務 違 反 課
徴 金 は 会 社 が 負 担
し ，特 別 会 費 は 弁

護 士 負 担
2.3%

通 常 会 費 は 会 社 が
負 担 し ，特 別 会 費
お よ び 公 益 活 動 義
務 違 反 課 徴 金 は 弁

護 士 負 担
9.1%

い ず れ も 弁 護 士 負
担

34.1%
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① 新 人 弁 護 士 の 場 合 ② 経 験 弁 護 士 の 場 合

1 4 5 12 1 4 5 8 9
2 4 5 6 1 2 2
3 1 5 5 3 12 2
4 1 3 4 4 4 6
5 1 3 3 1 5 12 4
6 10 11 12 1
7 2 4 4 1 d 決 め て い な い 18
8 5 9 e 随 時 9
9 8 10 1 翌 1

d 決 め て い な い 16
e 随 時 5

【欄 外 記 載 】

3. 採 用 した 弁 護 士 に 対 す る 満 足 度
(1) 上 司 や 現 場 に 分 か りや す くプ レ ゼ ン や 報 告 を 行 うこ とが で き る 【回 答 数 39 】

a 大 い に 満 足 8 20.5%
b 満 足 15 38.5%
c ど ち ら か と い え ば 満 足 7 17.9%
d ど ち ら か と い え ば 不 満 3 7.7%
e 不 満 0 0.0%
f 大 い に 不 満 1 2.6%
g わ か ら な い ・不 明 5 12.8%

(2) プ ロ ジ ェクトメン バ ー として 他 の メン バ ー と共 同 して プ ロ ジ ェクトを 遂 行 で き る
【回 答 数 39 】

a 大 い に 満 足 7 17.9%
b 満 足 16 41.0%
c ど ち ら か と い え ば 満 足 6 15.4%
d ど ち ら か と い え ば 不 満 3 7.7%
e 不 満 1 2.6%
f 大 い に 不 満 1 2.6%
g わ か ら な い ・不 明 5 12.8%

募 集 開 始 は ，次 年 度 に お け る 会 社 全 体 の 採 用 方 針 が 決 定 し た 後 な の で ，例 え ば ロ ー ス ク ー ル 生
の 採 用 に つ い て も ，１～ ４月 の い ず れ か か ら で な い と ，募 集 開 始 は 難 し い と 思 わ れ る 。

c入 社
時 期

● 月 頃

a.募 集
時 期

～ ● 月

b.採 用
時 期

● 月 頃

(9) 企 業 内 弁 護 士 を 採 用 した とき の 具 体 的 な ス ケ ジ ュー ル （複 数 の 企 業 内 弁 護 士 を 採 用 して い る 場 合 に
は 直 近 の 採 用 ス ケ ジ ュー ル に つ い て 回 答 ）

a .募 集
時 期

● 月 ～

a.募 集
時 期

● 月 ～

a.募 集
時 期

～ ● 月

b.採 用
時 期

● 月 頃

c入 社
時 期

● 月 頃

大 い に 満
足

20.5%

満 足
38.5%

ど ち ら か と
い え ば 満

足
17.9%

ど ち ら か と
い え ば 不

満
7.7%

大 い に 不
満

2.6%

わ か ら な
い ・不 明

12.8%

大 い に 満
足

17.9%

満 足
41.0%

ど ち ら か
とい え ば

満 足
15.4%

ど ち ら か
とい え ば

不 満
7.7%

不 満
2.6%

大 い に 不
満

2.6%

わ か ら な
い ・不 明

12.8%
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(3) プ ロ ジ ェクトリー ダ ー として プ ロ ジ ェクトを 企 画 立 案 ・遂 行 で き る 【回 答 数 39 】

a 大 い に 満 足 4 10.3%
b 満 足 7 17.9%
c ど ち ら か と い え ば 満 足 4 10.3%
d ど ち ら か と い え ば 不 満 4 10.3%
e 不 満 0 0.0%
f 大 い に 不 満 2 5.1%
g わ か ら な い ・不 明 18 46.2%

(4) 取 引 先 等 とね ば り強 く交 渉 で き る 【回 答 数 39 】

a 大 い に 満 足 5 12.8%
b 満 足 9 23.1%
c ど ち ら か と い え ば 満 足 11 28.2%
d ど ち ら か と い え ば 不 満 2 5.1%
e 不 満 0 0.0%
f 大 い に 不 満 1 2.6%
g わ か ら な い ・不 明 11 28.2%

(5) 現 場 や 同 僚 に 安 心 感 や 信 頼 感 を 与 え られ る 【回 答 数 40 】

a 大 い に 満 足 14 35.0%
b 満 足 11 27.5%
c ど ち ら か と い え ば 満 足 8 20.0%
d ど ち ら か と い え ば 不 満 1 2.5%
e 不 満 1 2.5%
f 大 い に 不 満 1 2.5%
g わ か ら な い ・不 明 4 10.0%

(6) 向 上 心 が あ る 【回 答 数 39 】

a 大 い に 満 足 13 33.3%
b 満 足 12 30.8%
c ど ち ら か と い え ば 満 足 5 12.8%
d ど ち ら か と い え ば 不 満 2 5.1%
e 不 満 0 0.0%
f 大 い に 不 満 1 2.6%
g わ か ら な い ・不 明 6 15.4%
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不 満
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わ か ら な
い ・不 明

10.0%

大 い に
満 足

33.3%

満 足
30.8%

ど ち ら
か とい
え ば 満

足
12.8%

ど ち ら
か とい
え ば 不

満
5.1%

大 い に
不 満
2.6%

わ か ら な
い ・不 明

15.4%
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(7) 法 律 に 関 す る 基 本 的 な 知 識 を 有 して い る 【回 答 数 40 】

a 大 い に 満 足 24 60.0%
b 満 足 11 27.5%
c ど ち ら か と い え ば 満 足 1 2.5%
d ど ち ら か と い え ば 不 満 1 2.5%
e 不 満 1 2.5%
f 大 い に 不 満 0 0.0%
g わ か ら な い ・不 明 2 5.0%

(8) 論 理 的 な 思 考 力 を 身 に つ け て い る 【回 答 数 40 】

a 大 い に 満 足 22 55.0%
b 満 足 11 27.5%
c ど ち ら か と い え ば 満 足 3 7.5%
d ど ち ら か と い え ば 不 満 1 2.5%
e 不 満 0 0.0%
f 大 い に 不 満 1 2.5%
g わ か ら な い ・不 明 2 5.0%

(9) 初 め て 見 る 案 件 や 法 律 で も柔 軟 に 対 応 す る こ とが で き る 【回 答 数 40 】

a 大 い に 満 足 14 35.0%
b 満 足 11 27.5%
c ど ち ら か と い え ば 満 足 8 20.0%
d ど ち ら か と い え ば 不 満 3 7.5%
e 不 満 1 2.5%
f 大 い に 不 満 0 0.0%
g わ か ら な い ・不 明 3 7.5%

(10) 業 務 に 必 要 な 外 国 語 力 を 身 に つ け て い る 【回 答 数 41 】

a 大 い に 満 足 5 12.2%
b 満 足 6 14.6%
c ど ち ら か と い え ば 満 足 6 14.6%
d ど ち ら か と い え ば 不 満 6 14.6%
e 不 満 1 2.4%
f 大 い に 不 満 0 0.0%
g わ か ら な い ・不 明 17 41.5%

大 い に 満
足

60.0%

満 足
27.5%

ど ち ら か
とい え
ば 満 足

2.5%

ど ち ら か と
い え ば 不

満
2.5%

不 満
2.5%

わ か ら な
い ・不 明

5.0%

大 い に
満 足

55.0%

満 足
27.5%

ど ち ら か と
い え ば 満

足
7.5%

ど ち ら か
とい え
ば 不 満

2.5%

大 い に 不
満

2.5%

わ か ら な
い ・不 明

5.0%

大 い に 満
足

35.0%

満 足
27.5%

ど ち ら か と
い え ば 満

足
20.0%

ど ち ら か と
い え ば 不

満
7.5%

不 満
2.5%

わ か ら な
い ・不 明

7.5%

大 い に 満
足

12.2%

満 足
14.6%

ど ち ら か と
い え ば 満

足
14.6%

ど ち ら
か とい
え ば 不

満
14.6%

不 満
2.4%

わ か ら な
い ・不 明

41.5%
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(11) 総 合 評 価 （期 待 通 りの 活 躍 を して い る か ） 【回 答 数 40 】

a 大 い に 満 足 13 32.5%
b 満 足 16 40.0%
c ど ち ら か と い え ば 満 足 6 15.0%
d ど ち ら か と い え ば 不 満 2 5.0%
e 不 満 0 0.0%
f 大 い に 不 満 1 2.5%
g わ か ら な い ・不 明 2 5.0%

４. 今 後 の 弁 護 士 採 用 予 定
(1) ５年 後 （平 成 ２６年 ）ま で に ，合 計 何 人 程 度 の 弁 護 士 を 採 用 す る 予 定 （見 込 み ）か

【回 答 数 46 】

a １０人 超 0 0.0%
b ６～ １０人 程 度 3 6.5%
c ４～ ５人 程 度 1 2.2%
d １～ ３人 程 度 13 28.3%
e 採 用 の 予 定 は な い 22 47.8%
f １人 採 用 して み て か ら 考 え る 1 2.2%
ｇ そ の 他 6 13.0%

g そ の 他 の 具 体 的 記 載
・ 採 用 は し た い が ，人 事 方 針 次 第 の 面 が あ り ，流 動 的
・ 現 在 採 用 し て い る 者 の パ フ ォ ー マ ン ス 及 び 今 後 の 人 員 増 の ニ ー ズ を 考 慮 し ，検 討 し た い 。
・ 必 要 に 応 じ て 検 討
・ 弁 護 士 資 格 の 有 無 を 採 用 に あ た っ て の 基 準 と は し な い た め ，今 後 何 人 の 弁 護 士 を 採 用 す る こ と に な る か に つ い て は 不 明

・ 新 人 採 用 ・経 験 者 は 予 定 し て い る が ，弁 護 士 資 格 を 有 す る こ と を 要 件 と は し て い な い 。

(2) 企 業 内 弁 護 士 を 採 用 す る 場 合 の 具 体 的 ス ケ ジ ュー ル 【回 答 数 】

① 新 人 弁 護 士 の 場 合 ② 経 験 弁 護 士 の 場 合

1 10 3 3 4 1 4
2 12
3 2 3 4 d 決 め て な い 17
4 11 12 2 1 e 随 時 14
5 10 12 1 1
6 4 翌 1
7 8 10 1 翌 1

d 決 め て い な い 19
e 随 時 8

a.募 集
時 期

～ ● 月

b.採 用
時 期

● 月 頃

c入 社
時 期

● 月 頃

a.募 集
時 期

● 月 ～

a.募 集
時 期

～ ● 月

b.採 用
時 期

● 月 頃

c入 社
時 期

● 月 頃

a.募 集
時 期

● 月 ～

大 い に
満 足

32.5%

満 足
40.0%

ど ち ら か
とい え
ば 満 足
15.0%

ど ち ら か
とい え
ば 不 満

5.0%

大 い に
不 満
2.5%

わ か ら な
い ・不 明

5.0%

６～ １０
人

6.5%

１～ ３人
28.3%

採 用 予
定 な し
47.8%

１人 採
用 して み
て 検 討

2.2%

そ の 他
13.0%
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【回 答 数 43 】

a 業 務 に 支 障 が な け れ ば 可 9 20.9%
b 業 務 に 支 障 が な く無 報 酬 で あ れ ば 可 0 0.0%
c 会 社 の 個 別 の 許 可 が あ れ ば 可 14 32.6%
d 一 切 不 可 19 44.2%
e 今 後 就 業 規 則 を 精 査 して 検 討 す る 1 2.3%

【回 答 数 42 】

a 業 務 に 支 障 が な け れ ば 可 （勤 務 時 間 中 の 接 見 や 裁 判 所 出 頭 も 可 ） 14 33.3%
b 業 務 に 支 障 が な け れ ば 可 （勤 務 時 間 中 の 接 見 や 裁 判 所 出 頭 は 不 可 ） 4 9.5%
c 弁 護 士 会 の 公 益 活 動 義 務 の 範 囲 で あ れ ば 可 9 21.4%
d 一 切 不 可 （弁 護 士 会 か ら 義 務 免 除 の 負 担 金 が 科 され る 場 合 ，企 業 が 負 担 ） 5 11.9%
e 一 切 不 可 （弁 護 士 会 か ら 義 務 免 除 の 負 担 金 が 科 され る 場 合 ，弁 護 士 本 人 が 負 担 ） 3 7.1%
f 今 後 就 業 規 則 を 精 査 して 検 討 す る 7 16.7%

(1) 弁 護 士 を 採 用 した 場 合 ，そ の 採 用 した 弁 護 士 が ，会 社 の 業 務 とは 無 関 係 の 事 件 を 第 三 者 か ら引 き
受 け る こ とは 認 め られ る か

５. 今 後 ，企 業 内 弁 護 士 を 採 用 した 場 合 の 弁 護 士 活 動 に つ い て ，現 時 点 で の 予 定 な い し考 え

(2) 弁 護 士 会 の 中 に は ，会 に 所 属 す る 弁 護 士 に 対 して 国 選 弁 護 事 件 や 当 番 弁 護 事 件 （い ず れ も刑 事 事
件 ）を 毎 年 一 定 件 数 受 任 す る こ とを 義 務 づ け て い る とこ ろ もあ る が ，弁 護 士 を 採 用 した 場 合 ，そ の 採 用 し
た 弁 護 士 が ，こ うした 国 選 事 件 や 当 番 弁 護 事 件 を 受 任 す る こ とは 認 め られ る か

業 務 に 支 障 が
な け れ ば 可

20.9%

会 社 の 個 別 の
許 可 が あ れ ば

可
32.6%
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業 務 に 支 障 が な け れ
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33.3%

業 務 に 支 障 が な け れ
ば 可 （勤 務 時 間 中 の 接
見 や 裁 判 所 出 頭 は 不

可 ）
9.5%

弁 護 士 会 の 公 益 活 動
義 務 の 範 囲 で あ れ ば

可
21.4%

一 切 不 可 （弁 護 士 会 か
ら 義 務 免 除 の 負 担 金
が 科 さ れ る 場 合 ，企 業

が 負 担 ）
11.9%

一 切 不 可 （弁 護 士 会 か
ら 義 務 免 除 の 負 担 金
が 科 さ れ る 場 合 ，弁 護

士 本 人 が 負 担 ）
7.1%

今 後 就 業 規 則 を 精 査
し て 検 討 す る

16.7%
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【回 答 数 42 】

a 業 務 に 支 障 が な け れ ば 可 （勤 務 時 間 中 の 委 員 会 参 加 も 可 ） 17 40.5%
b 業 務 に 支 障 が な け れ ば 可 （勤 務 時 間 中 の 委 員 会 参 加 は 不 可 ） 9 21.4%
c 弁 護 士 会 の 公 益 活 動 義 務 の 範 囲 で あ れ ば 可 9 21.4%
d 一 切 不 可 （弁 護 士 会 か ら 義 務 免 除 の 負 担 金 が 科 され る 場 合 ，企 業 が 負 担 ） 2 4.8%
e 一 切 不 可 （弁 護 士 会 か ら 義 務 免 除 の 負 担 金 が 科 され る 場 合 ，弁 護 士 本 人 が 負 担 ） 1 2.4%
f 今 後 就 業 規 則 を 精 査 して 検 討 す る 4 9.5%

・

・

・

・
・

・

今 後 も 有 資 格 者 の 採 用 を 行 っ て い く予 定 で あ る か ら ，企 業 と 有 資 格 者 （合 格 者 含 む ）と の 接 点 ・接
触 機 会 を 増 や し て い た だ き た くお 願 い 致 し ま す 。

１．２００９年 は 「２０１０年 １月 ま で は 説 明 会 の み ，２月 よ り 採 用 業 務 開 始 」の 依 頼 が あ っ た 。こ の 措
置 は 不 自 然 。弁 護 士 会 主 催 の 説 明 会 も 開 催 す る な ら ，そ こ か ら 採 用 活 動 可 が 望 ま し い 。２．弁 護
士 会 費 を 会 社 が 負 担 し て い る が ，某 弁 護 士 会 は 銀 行 振 込 に 対 し て 領 収 書 を 発 行 し な い 。企 業 経
理 と し て は 処 理 に 苦 慮 す る 。

イ ン ハ ウ ス ロ ー ヤ ー の 実 態 に 配 慮 し た 柔 軟 な 運 営 を お 願 い し た い 。（例 ）・各 種 報 酬 の 会 社 名 義 口
座 へ の 振 込 ，・弁 護 士 会 の 入 会 金 等 の 振 込 に よ る 納 入 （会 社 で 負 担 す る 制 度 が あ る 場 合 で も ，事
前 に 現 金 を 渡 す 訳 に は い か な い （領 収 書 が な い ）た め ，必 ず 本 人 の 立 替 払 い が 発 生 す る 。）

司 法 修 習 生 合 同 就 職 説 明 会 の 継 続 実 施 ，中 堅 弁 護 士 の 企 業 法 務 へ の 出 向 実 施

「弁 護 士 だ か ら 一 律 に 特 別 扱 い さ れ る べ き 」と い う発 想 が 根 付 い て し ま っ て い る よ うに 思 わ れ る 。法
的 素 質 を 持 っ た 人 間 が 多 様 な 分 野 で 活 躍 す る こ と は 望 ま し い が ，評 価 は 個 々 人 の 市 場 価 値 に 委
ね ら れ る べ き で あ り ，社 会 の １プ レ ー ヤ ー で あ る と い う自 覚 を も つ べ き で あ る 。意 識 改 革 が 先 ず は
必 要 で あ る と 思 わ れ る 。

６. 弁 護 士 会 に 対 す る 希 望 【自 由 記 載 】

(3) 弁 護 士 会 の 中 に は ，会 に 所 属 す る 弁 護 士 に 対 して 弁 護 士 会 の 活 動 （委 員 会 活 動 な ど ）を 義 務 づ け て
い る とこ ろ もあ る が ，弁 護 士 を 採 用 した 場 合 ，そ の 採 用 した 弁 護 士 が ，そ うした 弁 護 士 会 の 活 動 を 行 うこ
とは 認 め られ る か

例 え ば 国 選 等 に お い て は ，被 疑 者 か ら の 求 め が あ れ ば 急 に 出 動 す る こ と を 前 提 と す る が ，会 社 内
で 就 業 専 念 義 務 と の 関 係 で は ，そ れ を 両 立 さ せ る こ と は 困 難 で あ る （例 え ば ，抱 え て い る 案 件 に お
い て も 公 益 活 動 （国 選 や 当 番 弁 護 ，法 律 相 談 等 ）に つ い て 柔 軟 な 対 応 が で き な い か ，検 討 願 い た
い 。

業 務 に 支 障 が な け れ
ば 可 （勤 務 時 間 中 の

委 員 会 参 加 も 可 ）
40.5%

業 務 に 支 障 が な け れ
ば 可 （勤 務 時 間 中 の
委 員 会 参 加 は 不 可 ）

21.4%

弁 護 士 会 の 公 益 活 動
義 務 の 範 囲 で あ れ ば

可
21.4%

一 切 不 可 （弁 護 士 会
か ら 義 務 免 除 の 負 担
金 が 科 さ れ る 場 合 ，

企 業 が 負 担 ）
4.8%

一 切 不 可 （弁 護 士 会
か ら 義 務 免 除 の 負 担
金 が 科 さ れ る 場 合 ，
弁 護 士 本 人 が 負 担 ）

2.4%

今 後 就 業 規 則 を 精 査
し て 検 討 す る

9.5%
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・

・

・

・

・

・

・

・

・

・
・

・

・ 国 際 競 争 の 激 化 等 の 背 景 を 踏 ま え て 法 科 大 学 院 が 設 立 さ れ た と い う経 緯 を 踏 ま え る と ，社 会 人
が 通 学 し や す い 環 境 の 整 備 （夜 間 ロ ー ス ク ー ル を 広 げ る ，ロ ー ス ク ー ル の 数 を 少 な くし て 合 格 率 を
上 げ る 等 ）を 要 す る と 考 え る 。

社 員 で あ る 場 合 ，休 職 の 扱 い で 修 習 を 受 け る こ と を 可 能 と す る

企 業 外 の 弁 護 士 と 企 業 内 の 弁 護 士 と で は ，そ の 役 割 は お の ず 異 な る こ と か ら ，司 法 修 習 に お い て
も ，修 習 生 が 自 ら 企 画 ・開 拓 す る プ ロ グ ラ ム で は な く，予 め 修 習 所 な ど が 提 案 す る プ ロ グ ラ ム の 一
つ と し て も 企 業 内 で の 修 習 が で き る よ うに お 取 り は か ら い 願 い た い 。ま た ，企 業 内 も 法 曹 界 の 一 員
と し て 活 躍 す る こ と に 鑑 み る と ，裁 判 所 ・検 察 官 ・外 部 弁 護 士 ・企 業 内 弁 護 士 （あ る い は そ の 雇 い
主 や 監 督 者 ）の 交 流 会 等 を 定 期 的 に 設 け る 等 相 互 交 流 の あ り 方 に つ い て ，検 討 願 い た い 。

企 業 法 務 へ の 週 職 務 念 頭 に 置 い た コ ー ス ，カ リ キ ュ ラ ム も 用 意 い た だ け れ ば と 考 え ま す （独 禁 法 ，
金 商 法 ，Ｍ ＆ Ａ 関 連 知 識 他 ）

（制 度 の 問 題 と し て ）卒 業 し て か ら 試 験 ま で 間 を 置 くの は 良 くな い と 思 い ま す 。さ ら に ，そ の 後 ，修 習
に 入 る ま で ，９か 月 も ど こ に も 所 属 せ ず に い る と い うの は ，社 会 経 済 的 に も っ た い な い し ，放 任 し す
ぎ の 感 も 否 め ま せ ん 。こ の 間 ，ロ ー ス ク ー ル が 全 て の 面 倒 を 見 れ な い ま で も ，ロ ー フ ァ ー ム な ど へ
短 期 派 遣 の 斡 旋 な ど を 積 極 的 に 行 っ て い くべ き で は な い か と 思 い ま す （本 来 は ，ロ ー ス ク ー ル 在
学 中 に 試 験 が 受 け ら れ る べ き だ と 思 い ま す 。）。

会 社 法 ，金 商 法 ，独 禁 法 等 ，企 業 法 務 カ リ キ ュ ラ ム の 充 実

７. 司 法 修 習 に 対 す る 希 望 【自 由 記 載 】

８. ロ ー ス クー ル に 対 す る 希 望 【自 由 記 載 】

ロ ー ス ク ー ル を 中 核 と す る 「プ ロ セ ス 」と し て の 法 曹 養 成 制 度 の 中 ，ロ ー ス ク ー ル と 司 法 修 習 の 役
割 分 担 が は っ き り し な い 。ロ ー ス ク ー ル 入 学 か ら 司 法 修 習 を 終 え る ま で ，最 短 で も 約 ４年 を 必 要 と
す る 現 行 司 法 制 度 の 枠 組 み そ の も の に 構 造 的 な 問 題 を 感 じ る 。

以 上 　　

同 期 と の 絆 を 深 め る と い うメリ ッ トは あ る か も し れ ま せ ん が ，必 須 に す る 必 要 は な い の で は な い か
と 思 わ れ ま す 。民 事 ・刑 事 の 全 て を 試 験 合 格 後 に 行 わ な くて も 良 い 気 が し ま す し ，か な り 実 践 的 な
内 容 な の で ，そ の よ うな 仕 事 が 必 要 に な る と き に ，本 人 の 希 望 で 受 け る こ と が で き る ル ー ル で も 良
い と 思 い ま す 。企 業 か ら 言 え ば ，一 年 で も 早 く（若 く），会 社 に 入 っ て き て も ら い た い と い うの が 本 音
で す 。
企 業 法 務 を 実 習 に 取 り 入 れ る

新 司 法 試 験 が 導 入 さ れ た こ と で ，法 曽 の 質 が 明 ら か に 下 が っ た よ うに 感 じ る 。ま た ，法 科 大 学 院 に
進 学 し な い こ と で ，司 法 試 験 を 受 験 す る 機 会 が 減 少 し た こ と で ，社 内 法 務 （無 資 格 者 ）の モ チ ベ ー
シ ョン が 下 が っ て い る 。

企 業 法 務 で の 実 務 経 験 を 司 法 修 習 課 程 で の 一 部 （特 に 民 事 ）に 充 当 で き る と す る 制 度 を 導 入 し て
は ど うか 。

今 の と こ ろ ，無 駄 に 教 育 期 間 が 増 え た こ と だ け で ，何 の 成 果 も な い よ うに 思 え る 。ビ ジ ネ ス が ど う
動 い て い る か 理 解 し て い な い 人 を 法 務 と し て 雇 うこ と は ，企 業 に と っ て は そ れ な り に リ ス ク の あ る こ
と 。も う少 し 実 務 に 即 し た 教 育 を お 願 い し た い 。

社 会 人 で あ っ て も ロ ー ス ク ー ル に 通 うこ と が よ り 容 易 に 出 来 る よ うに ，履 修 す べ き 科 目 や 履 習 期 間
等 に つ き ，よ り 融 通 が 利 くよ うに し て も ら い た い 。
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「企業内弁護士の採用に関するアンケート」 送付数（暫定） 5215 社
【実施期間】2009年11月11日～12月25日 回答数 1196 社

うち A 47 社
B 1149 社

回収率 22.93%

１．企業の概要について

(1) 企業属性 【回答数 1149 】

a 国内系企業 889 77.4%
b 外国系企業 251 21.8%
無回答 9 0.8%

(2) 業種【複数回答あり】 【回答数 1137 】

a 農林･水産･鉱業 2 0.2%
b 建設 66 5.8%
c 製造 413 36.3%
d 電気･ガス 11 1.0%
e 情報･通信 80 7.0%

B 弁護士がいないと答えた企業からの回答

国内系企

業

77.4%

外国系企

業

21.8%

無回答

0.8%

0.2%
5.8%

36.3%
1.0%

7.0%情報 通信
f 商業 31 2.7%
g 運輸･倉庫 33 2.9%
h 卸売･小売 222 19.5%
i 金融･保険 80 7.0%
j 不動産 21 1.8%
k 飲食･宿泊 15 1.3%
l 医療･福祉 11 1.0%
m 教育･学習 5 0.4%
n サービス業 96 8.4%
o マスコミ･出版 21 1.8%
p その他 39 3.4%

p その他の主な具体的記載
・ 持株会社 6 ・ 文房具販売 1
・ 輸入販売 4 ・ コンサルティング 1
・ ＩＴ（ソフトウェア） 3 ・ ゲームソフトウェア 1
・ 製薬業 3 ・ テーマパーク事業 1
・ 半導体関連装置製造販売 3 ・ 化粧品製造販売 1
・ 広告 2 ・ 石油 1
・ 印刷 2 ・ 鉄鋼業 1
・ 食品 2 ・ 機械製造販売 1

・ 金属製品製造販売リース 1

7.0%
2.7%
2.9%

19.5%
7.0%

1.8%
1.3%
1.0%
0.4%

8.4%
1.8%
3.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%
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(3) 従 業 員 （正 社 員 ）数 【回 答 数 1142 】

a ２５人 未 満 85 7.4%
b ２５人 以 上 ５０人 未 満 70 6.1%
c ５０人 以 上 １００人 未 満 108 9.5%
d １００人 以 上 ５００人 未 満 366 32.0%
e ５００人 以 上 １０００人 未 満 177 15.5%
f １０００人 以 上 ５０００人 未 満 263 23.0%
g ５０００人 以 上 １万 人 未 満 41 3.6%
h １万 人 以 上 32 2.8%

(4) 資 本 金 【回 答 数 1137 】

a ５千 万 円 未 満 22 1.9%
b ５千 万 円 以 上 １億 円 未 満 49 4.3%
c １億 円 以 上 ５億 円 未 満 198 17.4%
d ５億 円 以 上 １０億 円 未 満 110 9.7%
e １０億 円 以 上 ５０億 円 未 満 356 31.3%
f ５０億 円 以 上 １００億 円 未 満 129 11.3%
g １００億 円 以 上 ５００億 円 未 満 194 17.1%
h ５００億 円 以 上 79 6.9%

(5) 上 場 区 分 （国 内 系 企 業 の 場 合 ） 【回 答 数 1080 】
※ 外 資 系 企 業 で も 「f. 非 上 場 」と 回 答 し て い る 場 合 あ り

a 一 部 上 場 421 39.0%
b 二 部 上 場 142 13.1%
c ジ ャ ス ダ ック 179 16.6%
d マ ザ ー ズ 40 3.7%
e ヘ ラク レ ス 38 3.5%
f 非 上 場 255 23.6%
g そ の 他 5 0.5%

～ 25
人

7.4%
25～ 50

人
6.1%

50～
100人
9.5%

100～
500人
32.0%500～

1000人
15.5%

1000～
5000人
23.0%

5000～ 1
万 人
3.6%

1万 人 ～
2.8%

～ 5千 万 円
1.9%

5千 万 ～ １億
円

4.3%

1億 ～ 5億 円
17.4%

5億 ～ 10億 円
9.7%

10億 ～ 50億 円
31.3%

50億 ～ 100億 円
11.3%

100億 ～ 500
億 円

17.1%

500億 円 ～
6.9%

一 部 上 場
39.0%

二 部 上 場
13.1%

ジ ャス ダ ック
16.6%

マ ザ ー ズ
3.7%

ヘ ラク レ ス
3.5%

非 上 場
23.6%

そ の 他
0.5%
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２．今 後 の 弁 護 士 採 用 に つ い て の 予 定
(1) 今 後 弁 護 士 を 採 用 す る 予 定 が あ る か 【回 答 数 1137 】

a 現 在 募 集 中 7 0.6%
b 現 在 募 集 は して い な い が 今 後 採 用 の 予 定 は あ る 18 1.6%
c 採 用 予 定 は な い が ，現 在 検 討 中 で あ る 31 2.7%
d 関 心 は あ る が 具 体 的 に 検 討 して い な い 426 37.5%
e 弁 護 士 の 採 用 は 消 極 的 で あ る 655 57.6%

(2) 弁 護 士 の 採 用 に 消 極 的 ま た は 採 用 予 定 が な い 理 由 【複 数 回 答 あ り】 【回 答 数 1114 】

a や っ て も ら う仕 事 が な い 100 9.0%
b 現 在 の 法 務 部 ・知 的 財 産 部 等 既 存 の セ ク シ ョン で 不 自 由 しな い 152 13.6%
c 採 用 時 期 が 合 わ な い 5 0.4%
d 顧 問 弁 護 士 で 対 応 は 十 分 で あ る 819 73.5%
e 報 酬 （給 与 ）問 題 128 11.5%
f そ の 他 65 5.8%

f そ の 他 の 具 体 的 記 載
　→ 　【別 紙 】　参 照

(1) で 「c. 採 用 予 定 は な い が ，現 在 検 討 中 で あ る 」「d. 関 心 は あ る が 具 体 的 に 検 討 して い な い 」「e. 弁 護
士 の 採 用 は 消 極 的 で あ る 」と回 答 した 場 合

a 現 在 募 集 中
0.6%

b 今 後 採 用
の 予 定 あ り

1.6%

c 現 在 検 討
中

2.7%

d 関 心 は
あ る

37.5%
e 採 用
に は 消
極 的

57.6%

仕 事 が な い
9.0%

既 存 の セ ク
シ ョン で 不 自

由 しな い
13.6%

採 用 時 期 が
合 わ な い

0.4%

顧 問 弁 護 士
で 十 分
73.5%

報 酬 （給 与 ）
問 題

11.5%

そ の 他
5.8%
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(3) い か な る 報 酬 体 系 に よ る な らば 弁 護 士 の 採 用 が 可 能 か 【複 数 回 答 あ り】【回 答 数 131 】

a 企 業 所 定 の 給 与 体 系 （同 年 齢 の 他 の 従 業 員 と同 程 度 ） 40 30.5%
b 企 業 所 定 の 給 与 体 系 （同 年 齢 の 他 の 従 業 員 と同 程 度 だ が ，資 格 手 当 を 支 給 ） 58 44.3%
c 企 業 所 定 の 給 与 体 系 （昇 級 ・昇 進 で 差 を 付 け る ） 20 15.3%
d 特 別 の 給 与 体 系 （個 人 ご とに 決 定 す る 年 俸 制 ） 16 12.2%
e 特 別 の 給 与 体 系 （弁 護 士 資 格 を 有 す る 従 業 員 用 の 給 与 体 系 を 設 定 ） 4 3.1%
f そ の 他 7 5.3%

f そ の 他 の 具 体 的 記 載
・ コ ス ト削 減 で 増 員 で き な い
・ 業 容 が 拡 大 す れ ば 可 能
・ 具 体 的 に 検 討 して い な い の で ，ど うで あ れ ば 可 能 か も 検 討 して い な い 。ど うい う報 酬 に す べ き か 不 明 で あ る か ら
・ 現 状 の 弁 護 士 の 報 酬 レ ベ ル が 不 明 の た め 未 回 答

(4) 弁 護 士 の 採 用 を 前 向 き に 検 討 で き る 採 用 条 件 （自 由 記 載 ）

→ 　【別 紙 】　参 照

(1) 採 用 した 弁 護 士 を ど の 部 署 に 配 属 す る 予 定 か 【回 答 数 28 】

a 法 務 部 ・課 25 89.3%
b 知 的 財 産 部 ・課 1 3.6%
c コン プ ライ ア ン ス 部 ・課 2 7.1%
d 総 務 部 ・課 2 7.1%
e 秘 書 部 ・課 0 0.0%
f 部 署 は 限 定 して い な い 0 0.0%
g そ の 他 2 7.1%

g そ の 他 の 具 体 的 記 載
・ 内 部 監 査 部 門
・ 社 長 室

(2) で 「e. 報 酬 （給 与 問 題 ）」と回 答 した 場 合

３．設 問 ２(1)で 「a. 現 在 募 集 中 」「b. 現 在 募 集 は して い な い が 今 後 採 用 の 予 定 は あ る 」と回 答 した 場 合
（い ず れ も回 答 時 点 で の 予 定 ）

30.5%

44.3%

15.3%

12.2%

3.1%

5.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

企 業 所 定 の 給 与 体 系 （同 年 齢 の 他 の 従 業 員 と 同 程 度 ）

企 業 所 定 の 給 与 体 系 （同 年 齢 の 他 の 従 業 員 と 同 程 度 …

企 業 所 定 の 給 与 体 系 （昇 級 ・昇 進 で 差 を 付 け る ）

特 別 の 給 与 体 系 （個 人 ご と に 決 定 す る 年 俸 制 ）

特 別 の 給 与 体 系 （弁 護 士 資 格 を 有 す る 従 業 員 用 の 給 …

そ の 他

法 務 部 ・
課

89.3%

知 的 財 産
部 ・課
3.6%

コン プ ライ
ア ン ス 部 ・

課
7.1%

総 務 部 ・
課

7.1%

そ の 他
7.1%
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(2) 採 用 した 弁 護 士 の 社 内 に お け る 肩 書 き は ど の よ うな もの に な る 予 定 か 【複 数 回 答 可 】
【回 答 数 28 】

a 「取 締 役 」又 は そ れ と同 等 0 0.0%
b 「部 長 」又 は そ れ と同 等 7 25.0%
c 「課 長 」又 は そ れ と同 等 4 14.3%
d 「係 長 」又 は そ れ と同 等 3 10.7%
e 肩 書 き な し 12 42.9%
f そ の 他 10 35.7%

f そ の 他 の 具 体 的 記 載
・ 本 人 の 経 験 や 能 力 に 応 じ て 個 別 検 討 6
・ 実 務 経 験 年 齢 等 を 考 慮 し 決 定 す る が ，ａは 採 用 時 に あ り 得 な い 1
・ 人 物 に よ る 1

(3) 弁 護 士 採 用 の 際 ，既 に 弁 護 士 として の 実 務 経 験 が あ る こ とを 求 め る か 【回 答 数 28 】

a 要 求 す る 10 35.7%
b 要 求 しな い （司 法 修 習 終 了 後 す ぐ に で も 可 ） 18 64.3%

(4) ど の 程 度 の 経 験 年 数 を 求 め る か 【回 答 数 10 】

a １年 程 度 0 0.0%
b ３年 程 度 2 20.0%
c ５年 程 度 4 40.0%
d ６年 ～ １０年 程 2 20.0%
e １０年 超 1 10.0%
f 経 験 さえ あ れ ば 特 に 年 数 に は こだ わ ら な い 1 10.0%

(3)で 「a. 要 求 す る 」と回 答 した 場 合

「部 長 」
か 同 等
23.1%

「課 長 」
か 同 等
15.4%

「係 長 」
か 同 等
11.5%

肩 書 き
な し

42.3%

そ の 他
38.5%

要 求 す る
35.7%

要 求 しな
い

64.3%

３年 程 度
20.0%

５年 程 度
40.0%

６年 ～ １０年
程

20.0%

１０年 超
10.0%

年 数 に は こ
だ わ ら な い

10.0%
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(5) 採 用 す る 弁 護 士 に 英 語 そ の 他 の 外 国 語 能 力 を 求 め る か 【回 答 数 34 】

a 必 要 な し 7 20.6%
b TOEIC700点 程 度 10 29.4%
c TOEIC 850点 程 度 6 17.6%
d 海 外 留 学 ま た は 同 程 度 5 14.7%
e そ の 他 5 14.7%
f 英 語 以 外 の 言 語 能 力 1 2.9%

e そ の 他 の 具 体 的 記 載
・ 英 語 の 能 力 は 高 い 方 が 望 ま しい が 絶 対 条 件 で は な い
・ 必 須 で は な い が ，可 能 で あ れ ば ＴＯＥＩＣ７００点 程 度
・ 英 文 契 約 書 の ドラフ テ ィン グ が 可 能 な レ ベ ル
・ 高 い に 越 した ことは な い
・ ＴＯＥＩＣ６００程 度 求 め る が 必 須 で は な い

ｆ 英 語 以 外 の 言 語 能 力
・ 中 国 語

(6) 採 用 した 弁 護 士 に 担 当 させ た い 業 務 【回 答 数 51 】

a 訴 訟 代 理 人 15 29.4%
b 訴 訟 の 管 理 32 62.7%
c 契 約 審 査 お よ び 管 理 40 78.4%
d 取 引 先 ・相 手 方 との 交 渉 23 45.1%
e 株 主 総 会 対 策 29 56.9%
f 知 的 財 産 戦 略 お よ び 管 理 15 29.4%
g 労 働 問 題 対 策 21 41.2%
h ガ バ ナ ン ス 全 般 25 49.0%
i コン プ ライ ア ン ス 全 般 31 60.8%
j 独 禁 法 ・規 制 法 対 策 22 43.1%
k 監 督 官 庁 対 応 9 17.6%
l 本 社 法 務 部 門 （顧 問 弁 護 士 対 応 含 む ）の 統 括 17 33.3%

m 子 会 社 ・関 連 会 社 の 法 務 部 門 （顧 問 弁 護 士 対 応 含 む ）の 統 括 16 31.4%
n そ の 他 2 3.9%

n そ の 他 の 具 体 的 記 載
・ 海 外 法 務 ，Ｍ ＆ Ａ等
・ 親 会 社 ・法 務 部 門 との コミュ ニ ケ ー シ ョン

必 要 な し
20.6%

TOEIC70
0点 程 度

29.4%

TOEIC 
850点 程

度
17.6%

海 外 留
学 ま た
は 同 程

度
14.7%

そ の 他
14.7%

英 語 以
外 の 言
語 能 力

2.9%

29.4%

62.7%

78.4%

45.1%

56.9%

29.4%

41.2%

49.0%

60.8%

43.1%

17.6%

33.3%

31.4%

3.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

訴 訟 代 理 人

訴 訟 の 管 理

契 約 審 査 お よ び 管 理

取 引 先 ・相 手 方 と の 交 渉

株 主 総 会 対 策

知 的 財 産 戦 略 お よ び 管 理

労 働 問 題 対 策

ガ バ ナ ン ス 全 般

コ ン プ ラ イ ア ン ス 全 般

独 禁 法 ・規 制 法 対 策

監 督 官 庁 対 応

本 社 法 務 部 門 （顧 問 弁 護 士 対 応 含 む ）の 統 括

子 会 社 ・関 連 会 社 の 法 務 部 門 （顧 問 弁 護 士 対 応 含 …

そ の 他
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(7) 採 用 した 場 合 の 弁 護 士 の 待 遇 【回 答 数 43 】

a 一 般 従 業 員 と同 様 の 社 内 規 定 （同 年 代 の 他 の 従 業 員 と同 等 処 遇 ） 15 34.9%
b 一 般 従 業 員 と同 様 の 社 内 規 定 （資 格 手 当 に よ る 優 遇 あ り） 11 25.6%
c 一 般 従 業 員 と同 様 の 社 内 規 定 （昇 進 昇 級 面 で 優 遇 あ り） 3 7.0%
d 個 別 の 交 渉 に 基 づ く年 俸 制 10 23.3%
e 弁 護 士 専 用 の 報 酬 規 程 1 2.3%
f 企 業 内 医 師 と同 様 の 報 酬 規 程 0 0.0%
g aな い しcとeを 弁 護 士 が 選 択 で き る 0 0.0%
h aな い しcとeを 企 業 側 が 選 択 して 組 み 合 わ せ 3 7.0%

d 個 別 の 交 渉 に 基 づ く年 俸 制
・ 当 該 者 の 経 歴 ，ス キ ル 等 と社 内 給 与 体 系 を 勘 案 して 設 定

(1) ５年 後 （平 成 ２６年 ）ま で に ，合 計 何 人 程 度 の 弁 護 士 を 採 用 す る 予 定 （見 込 み ）か
【回 答 数 31 】

a １０人 超 0 0.0%
b ６～ １０人 程 度 0 0.0%
c ４～ ５人 程 度 0 0.0%
d １～ ３人 程 度 15 48.4%
e 採 用 の 予 定 は な い 4 12.9%
f １人 採 用 して み て か ら 考 え る 12 38.7%
g そ の 他 0 0.0%

４．設 問 ２(1)で 「a. 現 在 募 集 中 」「b. 現 在 募 集 は して い な い が 今 後 採 用 の 予 定 は あ る 」と回 答 した 場 合

１～ ３
人 程 度
48.4%

採 用 予
定 な し
12.9%

１人 採 用
して み て
考 え る
38.7%

同 年 代 の 他 の
従 業 員 と同 等

34.1%

資 格 手 当 に よ る
優 遇

26.8%

昇 進 昇 級 面 で
優 遇
7.3%

年 俸 制
22.0%

弁 護 士 専 用 報
酬 規 程

2.4%

a～cと eを 企 業
側 が 選 択 ・組 合

せ
7.3%
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(2) 企 業 内 弁 護 士 を 採 用 す る 場 合 の 具 体 的 ス ケ ジ ュー ル

① 新 人 弁 護 士 の 場 合 ② 経 験 弁 護 士 の 場 合

1 10 12 1 4
2 10 12
3 1
4 10 1 3 翌 年 １

d 決 め て い な い 11 d 決 め て い な い 12
e 随 時 7 e 随 時 8

企 業 内 弁 護 士 を 採 用 され た 場 合 の 弁 護 士 活 動 に つ い て ，現 時 点 で の 予 定 な い し考 え に つ い て

【回 答 数 28 】

a 業 務 に 支 障 が な け れ ば 可 4 14.3%
b 業 務 に 支 障 が な く無 報 酬 で あ れ ば 可 1 3.6%
c 一 切 不 可 10 35.7%
d 会 社 の 個 別 の 許 可 が あ れ ば 可 9 32.1%
e 今 後 就 業 規 則 を 精 査 して 検 討 す る 4 14.3%

b .採 用
時 期

● 月 頃

c入 社
時 期

● 月 頃

回 答 な し

５．設 問 ２(1)で 「a. 現 在 募 集 中 」「b. 現 在 募 集 は して い な い が 今 後 採 用 の 予 定 は あ る 」と回 答 した 場 合

b .採 用
時 期

● 月 頃

(1) 弁 護 士 を 採 用 した 場 合 ，そ の 採 用 した 弁 護 士 が ，会 社 の 業 務 とは 無 関 係 の 事 件 を 第 三 者 か ら引 き
受 け る こ とは 認 め られ る か

c入 社
時 期

● 月 頃

a.募 集
時 期

● 月 ～

a.募 集
時 期

～ ● 月

a.募 集
時 期

● 月 ～

a.募 集
時 期

～ ● 月

業 務 に 支 障 が
な け れ ば 可

14.3%

業 務 に 支 障 が
な く無 報 酬 で あ

れ ば 可
3.6%一 切 不 可

35.7%
会 社 の 個 別 の
許 可 が あ れ ば

可
32.1%

今 後 就 業 規 則
を 精 査 して 検 討

す る
14.3%
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【回 答 数 28 】

a 業 務 に 支 障 が な け れ ば 可 （勤 務 時 間 中 の 接 見 や 裁 判 所 出 頭 も 可 ） 6 21.4%
b 業 務 に 支 障 が な け れ ば 可 （勤 務 時 間 中 の 接 見 や 裁 判 所 出 頭 は 不 可 ） 2 7.1%
c 弁 護 士 会 の 公 益 活 動 義 務 の 範 囲 で あ れ ば 可 7 25.0%
d 一 切 不 可 （弁 護 士 会 か ら 義 務 免 除 の 負 担 金 が 科 され る 場 合 ，企 業 が 負 担 ） 3 10.7%
e 一 切 不 可 （弁 護 士 会 か ら 義 務 免 除 の 負 担 金 が 科 され る 場 合 ，弁 護 士 本 人 が 負 担 ） 3 10.7%
f 今 後 就 業 規 則 を 精 査 して 検 討 す る 7 25.0%

【回 答 数 28 】

a 業 務 に 支 障 が な け れ ば 可 （勤 務 時 間 中 の 委 員 会 参 加 も 可 ） 10 35.7%
b 業 務 に 支 障 が な け れ ば 可 （勤 務 時 間 中 の 委 員 会 参 加 は 不 可 ） 6 21.4%
c 弁 護 士 会 の 公 益 活 動 義 務 の 範 囲 で あ れ ば 可 5 17.9%
d 一 切 不 可 （弁 護 士 会 か ら 義 務 免 除 の 負 担 金 が 科 され る 場 合 ，企 業 が 負 担 ） 0 0.0%
e 一 切 不 可 （弁 護 士 会 か ら 義 務 免 除 の 負 担 金 が 科 され る 場 合 ，弁 護 士 本 人 が 負 担 ） 2 7.1%
f 今 後 就 業 規 則 を 精 査 して 検 討 す る 5 17.9%

(2) 弁 護 士 会 の 中 に は ，会 に 所 属 す る 弁 護 士 に 対 して 国 選 弁 護 事 件 や 当 番 弁 護 事 件 （い ず れ も刑 事 事
件 ）を 毎 年 一 定 件 数 受 任 す る こ とを 義 務 づ け て い る とこ ろ もあ る が ，弁 護 士 を 採 用 した 場 合 ，そ の 採 用 し
た 弁 護 士 が ，こ うした 国 選 事 件 や 当 番 弁 護 事 件 を 受 任 す る こ とは 認 め られ る か

(3) 弁 護 士 会 の 中 に は ，会 に 所 属 す る 弁 護 士 に 対 して 弁 護 士 会 の 活 動 （委 員 会 活 動 な ど ）を 義 務 づ け て
い る とこ ろ もあ る が ，弁 護 士 を 採 用 した 場 合 ，そ の 採 用 した 弁 護 士 が ，そ うした 弁 護 士 会 の 活 動 を 行 うこ
とは 認 め られ る か

業 務 に 支 障 が な け
れ ば 可 （勤 務 時 間
中 の 接 見 や 裁 判 所

出 頭 も 可 ）
21.4%

業 務 に 支 障
が な け れ ば
可 （勤 務 時
間 中 の 接 見
や 裁 判 所 出
頭 は 不 可 ）

7.1%

弁 護 士 会 の
公 益 活 動 義
務 の 範 囲 で
あ れ ば 可

25.0%

一 切 不 可 （弁 護 士
会 か ら 義 務 免 除 の
負 担 金 が 科 され る

場 合 ，企 業 が 負 担 ）
10.7%

一 切 不 可 （弁 護 士
会 か ら 義 務 免 除 の
負 担 金 が 科 され る
場 合 ，弁 護 士 本 人

が 負 担 ）
10.7%

今 後 就 業 規
則 を 精 査 し
て 検 討 す る

25.0%

業 務 に 支 障 が な
け れ ば 可 （勤 務

時 間 中 の 委 員 会
参 加 も 可 ）

35.7%

業 務 に 支 障 が な
け れ ば 可 （勤 務

時 間 中 の 委 員 会
参 加 は 不 可 ）

21.4%

弁 護 士 会 の 公 益
活 動 義 務 の 範 囲

で あ れ ば 可
17.9%

一 切 不 可 （弁 護
士 会 か ら 義 務 免
除 の 負 担 金 が 科
され る 場 合 ，弁
護 士 本 人 が 負

担 ）
7.1%

今 後 就 業 規 則 を
精 査 して 検 討 す

る
17.9%
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【回 答 数 1107 】

a い る 423 38.2%
b 今 は い な い が ，就 任 要 請 検 討 中 で あ る 34 3.1%
c 今 は お ら ず ，就 任 要 請 も 検 討 して い な い 650 58.7%

「a . い る 」場 合 そ の 人 数 【内 訳 】取 締 役 【内 訳 】監 査 役
1名 357 1名 50 1名 333
2名 42 2名 4 2名 30
3名 10 3名 1 3名 7
4名 1 4名 0 4名 0
5名 1 5名 0 5名 0
6名 1 6名 0 6名 0
7名 0 7名 0 7名 0
8名 0 8名 0 8名 0
9名 0 9名 0 9名 0
10名 0 10名 0 10名 0

以 上 　　

６．貴 社 に 非 常 勤 の 社 外 取 締 役 ・社 外 監 査 役 に 就 任 して い る 弁 護 士 は い る か

い る
38.2%

就 任 要 請 検 討 中
3.1%

就 任 要
請 も 検
討 して
い な い
58.7%

1名
357

2名
42

3名
10

4名
1 5名

1 6名
1

1名
50

2名
4

3名
1

1名
333

2名
30

3名
7
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【別 紙 】自 由 記 載 （主 要 な 意 見 の 抜 粋 ）

 B　２（２）弁 護 士 の 採 用 に 消 極 的 ま た は 採 用 予 定 が な い 理 由

処 遇 面 で 問 題 あ りとす るもの 報 酬 や 社 内 等 級 等 に 問 題 が あ る

「弁 護 士 」として 採 用 す る場 合 の 人 事 制 度 が な い

「弁 護 士 」として 採 用 す る場 合 の 人 事 制 度 が な い

定 着 に 懸 念 あ りとす るもの 採 用 して も、い つ 退 職 され るか わ か らな い

採 用 の 必 要 性 に 疑 問 を 呈 す
るもの 顧 問 弁 護 士 で 足 りる

優 秀 な 弁 護 士 を 案 件 毎 に 選 択 して 依 頼 す るの が ベ ス ト

業 務 に 精 通 した 弁 護 士 が 少 な い

グ ル ー プ 本 社 の 法 務 部 で 対 応 で き る

海 外 関 連 会 社 か らの 法 務 サ ー ビス で 対 応 可 能

社 外 取 締 役 ・監 査 役 に 弁 護 士 が い る

外 国 本 社 や 兄 弟 会 社 に 弁 護 士 が い る

弁 護 士 として の 仕 事 だ け で は 雇 用 で き な い （法 務 部 門 とは い え 、法
務 に 関 係 な い 業 務 も多 い ）

弁 護 士 資 格 の 有 無 と企 業 内 で 役 立 つ か ど うか は 全 く別 問 題 （コミュ
ニ ケ ー シ ョン能 力 ・企 画 力 ・マ ネ ジ メント力 ）

採 用 の 決 定 権 限 が 自 社 に は
な い とす るもの 親 会 社 （本 社 ）が 決 定 ・予 算 化

業 績 の 悪 化 等 に より採 用 で
き な い とす るもの 業 績 の 悪 化

コス ト削 減 中

そ の 他 採 用 対 象 として 、ど の ような 選 択 肢 が あ るの か 判 らな い

企 業 内 に 置 い て しま うと、弁 護 士 本 来 の 経 験 や ス キ ル ア ップ が 希
薄 とな る

実 力 が 未 知 数
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【別 紙 】自 由 記 載 （主 要 な 意 見 の 抜 粋 ）

 B　２（４）弁 護 士 の 採 用 を 前 向 き に 検 討 で き る採 用 条 件 に つ い て

給 与 条 件 等 所 定 の 給 与 体 系 で の 採 用 な ら可 能

処 遇 面 が 一 般 社 員 とそ れ ほ ど 差 が な い な ら可 能

コス ト的 に 低 い 価 格 で の 採 用 な ら可 能

年 収 １０００万 円 以 下

弁 護 士 として の 特 別 枠 を 設 け ず 、他 の 社 員 と同 じ実 力 主 義 で 評 価
す る

業 務 量 ・能 力 と処 遇 ・報 酬 の バ ランス の 一 致

弁 護 士 側 の 問 題 で は な く、企 業 側 の 専 門 職 の 処 遇 制 度 の 確 立

一 般 社 員 ＋ 資 格 特 別 手 当 の 処 遇 体 系 が 必 要

弁 護 士 会 費 を 給 与 とは 別 に 会 社 で 負 担 す ることは 困 難

長 期 間 勤 務 して くれ ること

能 力 等 当 社 及 び 業 界 の 業 務 内 容 に 精 通 して い ること

弁 護 士 として の 実 務 経 験 年 数 とそ の 内 容

知 財 ・海 外 ・訴 訟 案 件 の 豊 富 な 方

社 会 人 経 験 、企 業 勤 務 経 験

多 様 な ス ペ シ ャリテ ィを もった ジ ェネ ラリス トとして の キ ャリア を 重 視

ビジ ネ ス 知 識 に 加 え 、リス クを 最 小 化 しつ つ もビジ ネ ス を 進 め る具
体 的 提 案 力

コミュニ ケ ー シ ョン能 力 ・指 導 力

語 学 力

企 業 風 土 を 理 解 して もらえ ること

協 調 性 、一 般 常 識 、真 面 目 さ、謙 虚 さ

特 別 扱 い を 要 求 しな い 人
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【別 紙 】自 由 記 載 （主 要 な 意 見 の 抜 粋 ）

 B　２（４）弁 護 士 の 採 用 を 前 向 き に 検 討 で き る採 用 条 件 に つ い て

仕 事 の 内 容 法 律 関 連 以 外 の 業 務 （例 え ば 、人 事 、総 務 ）もこな して もらえ るの で
あ れ ば 検 討 可

法 務 、弁 護 士 業 務 の み とい う人 は い らな い

弁 護 士 対 応 案 件 の 増 大 が 課 題

法 務 部 門 の 規 模 が あ る程 度 大 き くな い と、常 用 で の 採 用 は 困 難

採 用 形 態 案 件 に 応 じて 適 宜 社 内 に 短 期 間 配 置 す る、等 の 柔 軟 な 対 応 が 望
ま しい

有 期 の 契 約 社 員 な ら可 能

週 に １～ ２回 程 度 の 非 常 勤 な ら可 能

他 社 との 共 同 採 用 な ら可 能

雇 用 期 間 中 の 資 格 取 得 者 で あ れ ば 可 能

社 外 の 取 締 役 ・監 査 役 として の 採 用 な ら可 能

人 材 紹 介 業 を 通 じた 紹 介 な ら通 常 の 採 用 ル ー トに の る

そ の 他 新 旧 制 度 が 併 存 して い る現 状 で は 、弁 護 士 採 用 活 動 の タイミング
が つ か み に くい

採 用 の 分 母 が ど こに 、ど の 程 度 あ るの か が 判 れ ば 、業 務 や 処 遇 も
設 計 が し易 い

報 酬 の モ デ ル が あ れ ば あ りが た い

や って もらえ る仕 事 を 具 体 的 に 明 確 に して 欲 しい
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